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前 文  土地利用基本計画策定の趣旨 

 

本土地利用基本計画（以下「基本計画」という。）は、山梨県の区域につい

て、適正かつ合理的な土地利用を図るため、国土利用計画法第９条の規定に基

づき、国土利用計画（全国計画及び山梨県計画）を基本として策定した。 

基本計画は、国土利用計画法に基づく土地取引規制及び遊休土地に関する措

置、土地利用に関する他の諸法律に基づく開発行為の規制その他の措置を実施

するに当たっての基本となる計画である。 

すなわち、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公

園法、自然環境保全法等（以下「個別規制法」という。）に基づく諸計画に対

する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引に関

しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて、間接的に規制の基

準としての役割を果たすものである。 
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１ 土地利用の基本方向 

 

（１）県土利用の基本方向 

ア 基本理念 

先人のたゆみない努力によって守り育てられた県土は、現在及び将来 

における県民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通 

ずる諸活動の共通の基盤であり、よりよい形で未来へと引き継ぐべき資 

産である。 

このため、県土の利用に当たっては、公共の福祉を優先させ、地域の 

自然的、社会的、経済的及び文化的条件を十分踏まえながら、県民が、 

真の豊かさや暮らしやすさを実感できる健康で文化的な生活環境の確保 

を図るとともに、県土の均衡ある発展や持続可能な県土づくりを総合的 

かつ計画的に行っていくことが必要である。 

 

イ 取り組むべき課題と基本方針 

日本列島のほぼ中央に位置する本県は、富士山や八ヶ岳、赤石山脈（南

アルプス）などの山々、日本三大急流の一つである富士川、富士山の裾

野に広がる富士五湖などの優れた自然環境に恵まれ、県土の約８割を占

める森林は、豊かで清らかな水を育み、豊富な水資源をもたらしている。 

また、首都圏に位置しながら美しい自然や豊かな水に恵まれているこ

とから、移住先や二地域居住の候補地として高い人気を誇っており、整

備が進む中部横断自動車道や開業が予定されているリニア中央新幹線に

より、東京圏をはじめ、中京圏・関西圏などとの人やモノなどの流れが

一層活発になることが期待されている。 

今後の県土利用に当たっては、このような県土の特性に配慮しつつ、

国土利用計画（山梨県計画）に掲げた県土利用をめぐる基本的条件の変

化等を踏まえ、①人口減少社会に対応した県土管理、②自然環境と美し

い景観の保全・再生・活用、③災害に強い県土の構築の３つの課題に取

り組んでいく必要がある。 

これらの課題に取り組むため、「土地の特性に応じた適切な県土利

用」、「自然環境と美しい景観等を保全・再生・活用する県土利用」、

「安全・安心を実現する県土利用」の３つを基本方針とし、県土の安全

性を高め、持続可能で豊かな県土を形成する県土利用を目指すものとす

る。 

また、人口減少社会において、このような県土利用を実現するための

方策についても、その考え方を示すものとする。 
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（ア） 土地の特性に応じた適切な県土利用 

土地の特性に応じた適切な県土利用については、人口減少下におい

ても増加している都市的土地利用において、地域の状況等も踏まえつ

つ、都市機能や居住を中心部や生活拠点等に集約化し、郊外部への市

街地の拡大を抑制する。集約化する中心部では、低・未利用地や空き

家の有効利用等により、市街地の活性化と土地利用の効率化を図る。

一方、集約化する地域の外側では、低密度化が進むことから、これに

応じた公共サービスのあり方や新たな土地利用等を勘案しつつ、地域

の状況に応じた対応を進める。また、地域の状況によっては、地域を

ネットワークで結び、必要な機能を享受する取り組みを進める。 

農林業的土地利用については、食料の安定供給に不可欠な優良農地

（集団的に存在している農地、又は農業に対する公共投資の対象とな

った農地、生産性の高い農地）を確保し、多面的機能を持続的に発揮

させるために良好な管理を行うとともに、荒廃農地の発生防止及び解

消と効率的な利用を図る。また、県土の保全、水源のかん養等に重要

な役割を果たす森林の整備及び保全を進める。 

水循環については、流域の総合的かつ一体的な管理等により、健全

な水循環の維持又は回復を図る。 

大規模太陽光発電施設などの再生可能エネルギー関連施設の設置

に際しては、周辺の土地利用状況や自然環境、景観、防災等に特に配

慮する。 

なお、森林、原野等、農地、宅地等の相互の土地利用の転換につい

ては、土地利用の可逆性が低いことに加え、生態系や健全な水循環、

景観等にも影響を与えることから、土地利用の転換は慎重な配慮の下

で計画的に行うことが重要となる。 

さらに、土地の所有者が、所有地の良好な管理と有効利用に努める

ことを基本としつつ、所有者が管理・利用できない等の場合には、所

有者以外の者の管理・利用を促進するなど、「所有から利用へ」の観

点に立った方策を検討することも必要となる。 

 

（イ） 自然環境と美しい景観等を保全・再生・活用する県土利用 

自然環境と美しい景観等を保全・再生・活用する県土利用について

は、地球温暖化に伴う気候変動による影響も考慮しつつ、自然環境の

保全・再生を進め、森、里、川の連環による生態系ネットワークの形

成を図り、県民の福利や地域づくりに資する形での活用を推進する。 

自然環境の活用については、持続可能で魅力ある県土づくりや地域

づくりを進めるため、社会資本整備や土地利用において、自然環境の
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有する多様な機能（生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、

気温上昇の抑制等）を活用したグリーンインフラなどの取り組みを推

進する。また、再生可能な資源やエネルギーの確保と循環的な利活用

に努めるとともに、このような資源を生み出す里地里山等の良好な管

理と資源の利活用に係る知恵や技術を継承する。さらに、自然資源や

緑豊かな環境、伝統や文化等を活かした観光や産品による雇用の創出

及び経済循環を通じて、様々な地域間相互の対流を促進するととも

に、移住・二地域居住など人の流れの拡大を図る。 

これらに加え、地域の個性ある美しい景観を活用した魅力ある地域

づくりを進めるとともに、健全な水循環を維持し、又は回復するため

の取り組みを進めていく。 

 

（ウ） 安全・安心を実現する県土利用 

安全・安心を実現する県土利用については、ハード対策とソフト対

策を適切に組み合わせた防災・減災対策を実施するとともに、災害リ

スクの把握及び周知を図った上で、災害リスクの高い地域について

は、規制の対象となる建築物の用途や構造が災害の特性や地域の状況

等に即したものとなるよう配慮しつつ、土地利用を適切に制限するこ

とが必要である。同時に、中長期的な視点から、要配慮者利用施設や

公共施設等について災害リスクの低い地域への立地を促すことによ

り、より安全な地域への居住を誘導する取り組みを進めることも重要

となる。 

また、経済社会上、重要な役割を果たす諸機能の適正な配置やバッ

クアップを推進するとともに、交通、エネルギーやライフライン等の

多重性・代替性を確保する。その他、地域レベルから県土レベルまで

のそれぞれの段階における取り組みを通じて県土利用の面からも県

土の安全性を総合的に高め、災害に強くしなやかな県土を構築する。 

 

（エ） 複合的な施策の推進と県土の選択的な利用 

今後、人口減少や財政制約が継続する中で、すべての土地について、

これまでと同様に労力や費用を投下し、管理することは困難になるこ

とが想定される。特に、人為的に管理された土地は、放棄されれば自

然に戻らず荒廃する可能性もあることから、県土を荒廃させない取り

組みを進めていくことが一層重要となる。 

県土の適切な管理は、防災・減災や自然との共生等を促進する効果

に加え、これらを通じた持続可能な地域づくりにも効果を発揮する。

今後は、自然と調和した防災・減災の促進など、複合的な効果をもた
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らす施策を積極的に進め、県土に多面的な機能を発揮させることで、

土地の利用価値を高め、人口減少下においても、県土の適切な管理を

行っていくことが必要となる。 

また、適切な管理を続けることが困難な中山間地域の荒廃農地など

の土地については、それぞれの地域の状況に応じて、管理コストを低

減させる工夫とともに、森林など新たな生産の場としての活用など新

たな用途を見いだすことで県土を荒廃させず、むしろ県民にとってプ

ラスに働くような最適な県土利用を選択するよう努めていく。 

 

（オ） 多様な主体による県土管理 

これらの取り組みは、各地域を取り巻く自然や社会、経済、文化的

条件等を踏まえ、地域の発意と合意形成を基礎とする土地利用との総

合的な調整の上に実現される。このため、地域住民や市町村などによ

る地域主体の取り組みを促進することが重要となる。 

特に、県土管理については、地域による取り組みを基本としつつ、

公による管理と合わせ、良好な県土の恵みを享受する都市住民や民間

企業等の多様な主体の参画を進めていく。急激な人口減少下において

は、将来的には無居住化する地域が拡大することも想定されることか

ら、県民一人ひとりが県土に関心を持ち、その管理の一端を担う県民

の参加による県土管理（県土の県民的経営）を進めていくことが、一

層、重要となる。 

 

 

（２）地域別の土地利用の基本方向 

地域別の土地利用に当たっては、土地、水、自然などの県土資源の有限性

を踏まえ、地域の個性や多様性を活かしつつ、必要な基礎条件を整備し、県

土全体の調和ある有効利用とともに環境の保全が図られるよう、適切に対処

しなければならない。 

都市については、人口減少下においても必要な都市機能を確保するため、

都市機能や居住の集約化を進めるとともに、災害に対する安全性を高め、環

境負荷の少ない安全で暮らしやすいまちづくりの実現を図る必要がある。 

また、集約化した都市間のネットワークを充実させることによって、拠点

性を有する複数の都市や周辺の農山村の相互の機能分担や対流を促進させ

ることを通じ、効率的な土地利用を図る。 

農山村については、地域特性を踏まえた良好な生活環境の整備や農林水産

業の成長産業化等による雇用促進や所得向上の取り組みを通じた就業機会

の確保により健全な地域社会の構築を図る。 
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また、健全な水循環の維持又は回復、農業の担い手への農地の集積・集約

などを進め、農山村における集落を維持し、良好な県土管理を継続させると

ともに美しい景観を保全・創出する。 

自然維持地域については、野生生物の生息・生育空間の適切な配置や連続

性を確保し、気候変動への順応性の高い生態系の確保を図りつつ、自然環境

が劣化している場合は再生を図ることにより、適正に保全する。 

また、適正な管理の下で、自然の特性を踏まえつつ自然体験・学習等の自

然とのふれあいの場としての利用を図るなど、都市と農山村との適切な関係

の構築を通じて、自然環境の保全・再生・活用を進める。 

地域の区分は、山梨県における自然的、社会的、経済的諸条件を勘案し 

て、国中地域及び富士・東部地域の２区分とする。 

 

  ア  国中地域 

この地域は、今後、インフラ整備等に伴う住宅地や工業用地の需要が

一定程度見込まれることから、土地利用に当たっては、農林業的土地利

用との調和に配慮しながら、都市機能の整備充実を図るとともに、地域

に適合した産業の導入を推進する必要がある。また、完成が見込まれる

中部横断自動車道の沿線地域では、観光客の増加、企業等の進出及び移

住・二地域居住の促進など、地域活性化の可能性が広がるため、自然環

境や景観の保全に配慮しつつ、全線開通効果が沿線地域の活性化に繋が

る土地利用を図るとともに、インターチェンジ周辺の適正な土地利用を

推進する必要がある。さらに、リニア中央新幹線の開業効果を最大限に

活かした県土づくりを進めるに当たり、駅周辺における必要な機能・施

設等の整備とともに、駅近郊においては、周辺環境と調和した、効率的

で秩序ある土地利用の誘導を図る必要がある。 

こうしたことを踏まえた上で、各地域の土地利用については次のとお

りとする。 

甲府市は、県内で最も集積性の高い市街地を形成しているが、人口が

減少し、周辺都市への人口転出が進むなど、中心市街地の空洞化が進ん

でいることから、都市機能の拡散を抑制し、都市経営コストを抑えるこ

とが可能な都市機能集約型都市構造への転換を図るとともに、土地利用

に当たっては、市街地外の優良農地や優れた自然環境を有する土地を適

切に保全していく必要がある。 

韮崎市及び北杜市は、本県の代表的な水田や畑作地帯であることか

ら、土地基盤整備等による優良農地の確保や生産性の向上を図るための

農地の集積・集約を図るとともに、農村生活環境の整備を図る。 

また、韮崎市、南アルプス市、北杜市は、八ヶ岳、南アルプスなどの
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雄大な自然を有することから、その土地利用に当たっては、自然環境及

び景観の保全に十分配慮する。 

山梨市、南アルプス市、笛吹市、甲州市には、本県を代表する果樹、

野菜等を主体とした高生産性農業地帯が分布しており、これらの地域に

ついては、効率的な生産が可能となる土地基盤整備等による農地の集積

・集約の効率化を図るとともに、地域の拠点として位置づける地区につ

いては必要な社会基盤の整備や教養・文化施設等の都市機能の充実を図

る。 

甲府市の周辺部地域については、大型小売店が既存の用途地域や人口

集積地区と関わりなく分散的に郊外立地する傾向も見受けられることか

ら、無秩序な市街化や宅地化を防止するとともに、農業生産活動と生活

環境が調和するよう適切な土地利用を図る。 

南巨摩郡は、本県の代表的な林業地帯であることから、林業生産基盤

の整備、造林の推進を図るとともに、森林や農地など農山村の豊かな自

然環境、景観を保全しつつ、保健休養等への活用を図る。 

                                       

  イ 富士・東部地域 

この地域は、富士山、富士五湖など恵まれた自然景観や個性ある産業、

地域文化を有するとともに、東京圏に近接している地域であることから、 

優れた自然環境や自然景観を保全しながら、東京圏に近いという立地条 

件を活かした土地利用が求められている。 

この地域のうち富士吉田市及び道志村を除く南都留郡は、富士箱根伊

豆国立公園を有する自然景観の特に優れた地域であることから、自然環

境を積極的に保全するとともに、国際観光地としての特性を活かした地

域の活性化に向け、自然と共生した適切な土地利用を図る。また、冷涼

な気象等を活かした畜産や野菜、花きの生産振興を図るため農用地を確

保するとともに、伝統的産業の育成や諸産業の集積を図る。 

都留市、大月市、上野原市、北都留郡及び道志村は、東京圏と境を接

しながらも、自然が豊富な地域であるため、社会基盤の整備については、

自然環境や景観の保全との整合性を考慮する。また、その立地条件及び

森林や清流など豊かな自然資源を活かした保健休養機能の増進や森林環

境教育での利活用を図る。 

 

 

（３）土地利用の原則 

土地利用は、土地利用基本計画図に図示された都市地域、農業地域、森

林地域、自然公園地域及び自然保全地域の五地域ごとに、それぞれ次の原
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則に従って適正に行われなければならない。 

また、五地域のいずれにも属さない地域においては、当該地域の特性及

び周辺地域との関連等を考慮して適正な土地利用を図るものとする。 

なお、土地利用規制の観点からみて無秩序な施設立地等の問題が生じる

おそれのある地域においては、制度の的確な運用等の検討を通じ、地域の

環境を保全しつつ、地域の実情に応じた総合的かつ計画的な土地利用の実

現を図る。 

                                      

  ア 都市地域 

都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全す

る必要がある地域である。 

都市地域の土地利用については、良好な都市環境の確保、形成及び機

能的な都市基盤の整備等に配慮しつつ、既成市街地の整備を推進すると

ともに、市街化区域（都市計画法第７条第１項による市街化区域をいう。

以下同じ。）又は用途地域（都市計画法第８条第１項第１号による用途

地域をいう。以下同じ。）において必要とされる宅地を計画的に確保、

整備することを基本とする。 

(ア) 市街化区域においては、安全性、快適性、利便性等に十分配慮した

市街地の開発、交通体系の整備、上下水道その他の都市施設の整備を

計画的に推進するとともに、当該地域内の樹林地、水辺地等自然環境

を形成しているもので、良好な生活環境を維持するため不可欠なもの

については、積極的に保護、育成を図るものとする。 

(イ) 市街化調整区域（都市計画法第７条第１項による市街化調整区域を

いう。以下同じ。）においては、特定の場合を除き、都市的な利用を

避け、良好な都市環境を保持するための緑地等の保全を図るものとす

る。 

(ウ) 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められてい

ない都市計画区域における用途地域内の土地利用については、市街化

区域における土地利用に準ずるものとし、用途地域以外の都市地域に

おいては、土地利用の動向を踏まえ、環境及び農林地の保全に留意し

つつ、都市的な利用を認めるものとする。 

 

  イ 農業地域 

農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振

興を図る必要がある地域である。 

 農業地域の土地利用については、農用地が食料供給源として国民の最

も基礎的な土地資源であるとともに、良好な生活環境や自然環境の構成
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要素であることにかんがみ、現況農用地は極力その保全と有効利用を図

るとともに、県土の有効利用、生産性の向上等の見地から農用地区域（農

業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号による農用地等とし

て利用すべき土地の区域をいう。以下同じ。）として今後新たに必要と

される農用地を計画的に確保、整備するものとする。 

(ア) 農用地区域内の土地は、農業生産の基盤として確保されるべき土地

であることにかんがみ、土地改良、農用地造成等の農業基盤の整備を

計画的に推進するとともに、他用途への転用は行わないものとする。 

(イ) 農用地区域を除く農業地域内の農地については、都市計画等農業以

外の土地利用計画との調整を了した場合には、その転用は極力調整さ

れた計画等を尊重し、農業以外の土地利用計画との調整を了しない地

域及び農業以外の土地利用計画の存しない地域においては、優良農地

の転用は原則として行わないものとする。 

 

  ウ 森林地域 

森林地域は、森林として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林

の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域である。 

森林地域の土地利用については、森林が木材生産等の経済的機能を持

つとともに、県土保全、水源のかん養、温室効果ガス吸収、保健休養、

自然環境の保全等の公益的機能を通じて県民生活に大きく寄与している

ことにかんがみ、必要な森林の確保を図るとともに、森林の有する諸機

能が最高度に発揮されるよう、その整備を図るものとする。 

(ア) 保安林（森林法第 25 条第１項及び第 25 条の２第２項に規定する保

安林をいう。以下同じ。）については、県土保全、水源かん養、生活

環境の保全等の諸機能の積極的な維持増進を図るべきものであること

にかんがみ、適正な管理を行うとともに他用途への転用は行わないも

のとする。 

(イ） 保安林以外の森林地域については、経済的機能及び公益的機能の維

持増進を図るものとし、林地の保全に特に留意すべき森林、施業方法を

特定されている森林、水源として依存度の高い森林、優良人工造林地又

はこれに準ずる天然林等の機能の高い森林については、極力他用途への

転用を避けるものとする。 

なお、森林を他用途へ転用する場合には、森林の保続培養と林業経営

の安定に留意しつつ災害の発生、環境の悪化等の支障をきたさないよう

十分考慮するものとする。 
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  エ 自然公園地域        

自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を

図る必要がある地域である。 

自然公園地域の土地利用については、自然公園が優れた自然の風景地

であり、その利用を通じて県民の保健、休養及び教化に資するものであ

ることにかんがみ、優れた自然の保護とその適正な利用を図るものとす

る。 

(ア) 特別保護地区（自然公園法第 21 条第１項による特別保護地区をい

う。以下同じ。）については、その設定の趣旨に即して、景観の厳正な

維持を図るものとする。 

(イ) 特別地域（自然公園法第 20 条第１項又は第 73 条第１項による特別

地域をいう。以下同じ。）については、その風致の維持を図るべきもの

であることにかんがみ、都市的利用、農業的利用等を行うための開発行

為は極力避けるものとする。 

(ウ) その他の自然公園地域については、都市的利用又は農業的利用を行

うための大規模な開発、その他自然公園としての風景地の保護に支障を

きたすおそれのある土地利用は極力避けるものとする。 

 

  オ 自然保全地域 

自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環

境の保全を図る必要がある地域である。 

自然保全地域の土地利用については、自然環境が人間の健康的で文化

的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、広く県民が、

その恩恵を享受するとともに、将来の県民に自然環境を継承することが

できるよう、積極的に保全を図るものとする。 

(ア) 特別地区（自然環境保全法第 25 条第１項又は第 46 条第１項による

特別地区をいう。以下同じ。）においては、その指定の趣旨にかんがみ、

特定の自然環境の状況に対応した適正な保全を図るものとする。 

(イ) その他の自然保全地域においては、原則として土地の利用目的を変

更しないものとする。  



- 11 - 

 

２ 五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針 

 

都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域又は自然保全地域のうち２

地域が重複している地域においては、次に掲げる調整指導方針に即し、また、

３以上の地域が重複する地域においては、次に掲げる調整指導方針における

それぞれの関係からみた優先順位、指導の方向等を考慮して、１の(2)に掲げ

る地域別の土地利用の基本方向に沿った適正かつ合理的な土地利用を図るも

のとする。 

 

 (１) 都市地域と農業地域とが重複する地域 

ア 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区域とが重複する場

合 

農用地としての利用を優先するものとする。 

イ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区域以外の農業地域

とが重複する場合 

土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用との調整を図りながら、

都市的な利用を認めるものとする。 

 

(２) 都市地域と森林地域とが重複する地域 

ア 都市地域と保安林の区域が重複する場合 

保安林としての利用を優先するものとする。 

イ 市街化区域及び用途地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する

場合 

都市的な利用を優先するが、緑地としての森林の保全に努めるものと

する。 

ウ 市街化区域及び用途地域以外の都市地域と保安林の区域以外の森林地

域とが重複する場合 

森林としての利用の現況に留意しつつ、森林としての利用との調整を 

   図りながら、都市的な利用を認めるものとする。 

 

 (３) 都市地域と自然公園地域とが重複する地域 

ア 市街化区域と自然公園地域とが重複する場合 

自然公園としての機能をできる限り維持するよう調整を図りながら、 

   都市的利用を図っていくものとする。 

イ 市街化調整区域と特別地域とが重複する場合 

自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 
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ウ 市街化調整区域と特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

 

 (４) 都市地域と自然保全地域とが重複する地域 

ア  市街化調整区域と特別地区とが重複する場合 

自然環境としての保全を優先する。 

イ 市街化調整区域と特別地区以外の自然保全地域とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

 

 (５) 農業地域と森林地域とが重複する地域 

ア  農業地域と保安林の区域とが重複する場合 

保安林としての利用を優先するものとする。 

イ 農用地区域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 

原則として、農用地としての利用を優先するものとするが、農業上の

利用との調整を図りながら、森林としての利用を認めるものとする。 

ウ 農用地区域以外の農業地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複す

る場合 

森林としての利用を優先するものとするが、森林としての利用との調 

   整を図りながら、農業上の利用を認めるものとする。 

  

 (６) 農業地域と自然公園地域とが重複する地域 

ア  農業地域と特別地域とが重複する場合 

自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 

イ 農業地域と特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

 

 (７) 農業地域と自然保全地域とが重複する地域 

ア  農業地域と特別地区とが重複する場合 

自然環境としての保全を優先するものとする。 

イ  農業地域と特別地区以外の自然保全地域とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

 

 (８) 森林地域と自然公園地域とが重複する地域 

   両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

 

 (９) 森林地域と自然保全地域とが重複する地域 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 
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３ 土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画 

 

  別表に掲げた公的機関を主体とする開発保全整備計画については、当該計

画に基づく事業が円滑に実施されるよう土地利用上配慮するものとする。 

 

 

 別 表 

 

計 画 名 事 業 目 的 規 模 位 置 計画主体      事業主体      

富士北麓 

公園 

 

健康増進、人間性回復

の場としての施設の

整備を図る。 

ha 

180 

      

富士吉田市      

上吉田中島      

間 山 地 内       

 

山梨県 

 

 

山梨県 
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（参考１）土地利用基本計画図地域区分別面積 

 

（１）五地域区分の面積 

 

                 区分      面積（ha)    割合（％） 

 

      五 

   地 

   域 

 

 

都市地域   ８６，３８３    １９．３ 

農業地域  ２９４，４７２   ６５．９ 

森林地域  ３４７，５１５   ７７．８ 

自然公園地域  １２１，２０７   ２７．１ 

自然保全地域    ２，１４４    ０．５ 

計  ８５１，７２１  １９０．７ 

                 白地地域      １，８７５      ０．４ 

                   合  計   ８５３，５９６  １９１．２ 

                 県土面積  ４４６，５２７  １００．０ 

 

（注）・令和元年度の土地利用基本計画変更時の数値 

    ・県土面積は、令和元年１０月１日現在の国土地理院公表の県土面積。 

・上記の数値は公表時に把握できる最新の数値に置き換える予定 
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（２）五地域の重複状況別面積 

 

             区 分    面積（ha）   割合（％） 

   重 

   複 

   の 

   な 

   い 

   地 

   域 

（都）    １１，０７５       ２．５ 

（農）    ３７，２５０       ８．３ 

（森）    ５５，７９８     １２．５ 

（公）          １４７       ０．０ 

（保）              ０       ０．０ 

 

 計 

 

 １０４，２７０ 

 

    ２３．４ 

 

 

 

   重 

 

   複 

 

   地 

 

   域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都）と（農）    ３７，９１４       ８．５ 

（都）と（森）      １，１０５       ０．２ 

（都）と（公）          ７６２       ０．２ 

（都）と（保）              ０       ０．０ 

（農）と（森）  １５６，１１２     ３５．０ 

（農）と（公）            ５，４３９       １．２ 

（農）と（保）              ２       ０．０ 

（森）と（公）    ７８，０７４     １７．５ 

（森）と（保）      ２，０９０       ０．５ 

（都）と（農）と（森）    ２２，１０１       ４．９ 

（都）と（農）と（公）      ４，５００       １．０ 

（都）と（農）と（保）              ０       ０．０ 

（都）と（森）と（公）      １，１２９       ０．３ 

（都）と（森）と（保）              ０       ０．０ 

（農）と（森）と（公）    ２３，３０５       ５．２ 

（農）と（森）と（保）            ５２       ０．０ 

（都）と（農）と（森）と（公）      ７，７９７       １．７ 

（都）と（農）と（森）と（保）              ０       ０．０ 

              計  ３４０，３８２     ７６．２ 

             白 地 地 域      １，８７５       ０．４ 

             県 土 面 積  ４４６，５２７   １００．０ 

 （注）・平成２９年４月１日現在の数値 

       （都）は都市地域 （農）は農業地域 （森）は森林地域 

    （公）は自然公園地域 （保）は自然保全地域 

・上記の数値は公表時に把握できる最新の数値に置き換える予定 
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（３）参考表示の地域・地区等の面積 

 

地域・地区等 面  積（ha） 備  考 

市街化区域 

市街化調整区域 

その他都市計画区域における 

用途地域 

   ５，６２８ 

   ６，８９１ 

   ５，５７７ 

 

 

 

 

 

農用地区域   ２７，４４７ 平成28年12月31日現在 

国有林 

地域森林計画対象民有林 

保安林 

   ４，６４５ 

 ３４２，７８８ 

 ２０２，００５ 

 

 

 

特別地域 

特別保護地区 

  ７５，８６０ 

   ９，２８８ 

県立自然公園含む。 

 

 （注）・平成２９年３月３１日現在の数値（備考欄に記載のものを除く。） 

     ・個別規制法担当部局の資料による。 
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 （参考２）県内地域区分図 

北杜市

塩山市

甲府市
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 注：「地域別の土地利用の基本方向」の地域区分を図示したものである。 

 


